
●はじめに●

私たちは、株式会社服部年金企画のセミナー「令和 5年度一緒に

考える障害年金」で出会いました。主催は障害年金専門社労士の佐々

木久美子で、「障害年金の手続では、障害認定基準（以下「認定基準」

という）に親しんで、一般的事項等も知っていることが大切」と話し

ていました。

参加した社労士は全国からで、年金事務所で相談員をしている人、

医師と兼業している人、会社経営者など、開業間近からベテランま

で、前職や経験も様々です。

セミナーでは、各々が障害年金に関し取り組みたいことや経験談を

発表しました。障害年金の手続に役立つ情報や事務所経営のワンポイ

ント等も共有する中で、お互いに質問を重ねて人間関係を築き、いつ

しかセミナー受講者から自由に発言できる仲間へと意識が変わったの

です。

本職が医師で自らも障害年金の請求を手掛ける太田の発表の際に、

認定基準の呼吸器疾患を解説するよう要望しました。そうしたところ

肺の機能や呼吸のしくみについて、ホワイトボードを使い、息を吸っ

てからどのように空気が肺に到達するかに始まり、小学校で教わる理

科の知識も絡めて説明してくれました。認定基準とはまったく異なる

視点・アプローチはまさに目からうろこで、医師はそのように捉えて

いるのだと、少し近づいた気持ちになったのです。

このことをきっかけに、知らないから気づくことができない医学的

な基礎知識がたくさんあることを認識しました。例えば、今までは認

定基準の検査項目の意味を深く理解しないまま、単なる数値の確認に

終わり、障害の状態に上手く結びつけることができなかったことです。

検査項目の意味、ひいては本人の経過を正しく知ることで、それま

で平面的で無機質だった診断書が立体的・人間目線で捉えられ、障害



年金への取組み方を変えられるのではないかと、皆が感じました。

これが、この本を作ることになったきっかけで、執筆の打合せはオ

ンラインで繰り返し行いました。

本書の章立ては、障害年金の認定基準の順番ではなく、用語や検査

の流れを順序立てて説明できるよう、呼吸器、循環器、腎臓・肝臓な

どの内科系の章から始めました。

認定基準や診断書の構成を踏まえながらも、理解しやすさを優先し、

説明の順序を調整するとともに、わかりやすい表現を心掛けました。

なお、本書に掲載している診断書の実例はあくまで参考であり、支

給決定を保証するものではありません。掲載例には、認定基準に示さ

れる数値等を満たしているものもあれば、満たしていない部分を含む

ものもありますが、いずれも診断書全体の内容や他の要素を踏まえて

支給決定に至った事例です。また、文責は特定社会保険労務士の佐々

木久美子にあります。

「パーキンソン病の手続」の内容は、佐々木が相対した若年性パー

キンソン病の方の障害状態の捉え方を基にしています。この捉え方に

より今まで書類を作成して受給できているので、少しは参考になるの

ではないかと考えました。本人の側に立つことを常に意識していて、

在宅医である太田の見解と異なる部分がありました。実際にパーキン

ソン病の方の手続をする場合には、主治医の見解をご確認ください。

本書が、障害年金の請求を考えている本人、家族、医療従事者、支

援者、障害者雇用に取り組む会社経営者や年金事務所で日々年金相談

に応じている職員の方々などのお役に立てれば嬉しく思います。

医学的な基礎知識を持つことで、障害状態にある方の病状や病歴を

より深く理解して、障害年金の受給などにつながると幸いです。

令和 7 年 12 月

執筆者一同
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序章

医師は患者を診断し、治療を行います。診断するには問診と身体診

察、検査等を行い、これらを総合的に判断して診断を下します。障害

年金の認定基準でも、この考え方が取り入れられているように思いま

す。すなわち、身体の状況および日常生活において困っている点（問

診、身体診察）と検査数値の 2 項目をマトリクスに当てはめ等級を

決めています。

日常の生活動作については、本人や家族からお話を伺い、観察する

ことによって把握は可能ですが、検査数値は診断書で判断します。こ

の数値が何を意味しているのかを理解していないと、障害等級が妥当

であるかどうかの判断ができなくなります。

もちろん、医師と同等の知識は必要ではありませんが、背景となる

考え方や、検査数値の意味するところを理解することが大切です。

各部位の説明の前に簡単に説明します。

► 1 用語

診断名や検査所見に出てくる用語は、一般には馴染みがなく、独特

です。以下の基本的なルールは理解しておくのが良いと思います。

■ 身体の部位、場所を表す名称

〇上（じょう）、中（ちゅう）、下（か）

例）上肢（じょうし）、下咽頭（かいんとう）

〇右（う）、左（さ）、右側（うそく）、左側（さそく）

例）右葉（うよう）、左腎（さじん）、右側臥位（うそくがい）

0頭（とう）、尾（び）、頭側（とうそく）、尾側（びそく）

例）膵頭部（すいとうぶ）

〇内（ない）、外（がい）、内側（ないそく）、外側（がいそく）

20 1 用語



例）外耳（がいじ）、下腿外側（かたいがいそく）

〇腹側（ふくそく）、背側（はいそく）

► 2 バイタルサイン

身体の状況を把握するための検査項目としてバイタルサインがあり

ます。

急性期の全身状態把握に特に有用ですが、慢性期の評価においても

重要です。簡単な器具で計測できることと、医療者以外の方でも計測

できる点がメリットです。

諸説がありますが、基本的に以下の四つがバイタルサインと呼ばれ

ています。

①血圧

血圧計で測ります。収縮期血圧（上）と拡張期血圧（下）があ

り、上が 120 mmHg (ミリメートル・エイチ・ジ一、またはミリ

水銀、ただ医師も単位をつけないで説明することが多いようです。）

以下かつ下が 80 mmHg以下が正常血圧です。

②体温

体温計で計測します。 37.4℃以上を発熱ということが多いよう

です。

③ 呼吸数

1 分間の呼吸回数です。

④ 経皮的動脈血酸素飽和度 (Sp02)

パルスオキシメーターという機器を指に挟み計測します。 95%

以上が正常値です。

2 バイタルサイン 21 
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► 3 検査の考え方

検査は診断をするために有用です。しかし、検査だけで診断がつく

わけではありません。

検査を行う目的は、診断するためと治療の効果を判定することで

す。診断つまり病名を付けるためには、問診、触診、聴診などの診察

を行い、ある程度、疾患を想定します。そして、その疾患である確率

を上げる、もしくは下げるために検査を行います。確率が上がれば確

定診断に近づきますし、下がれば除外診断になります。

例えば呼吸器疾患であれば、咳・痰と発熱の場合には、よくある疾

患では上気道炎、いわゆる風邪ですが、インフルエンザやコロナウイ

ルス感染症（以下「コロナ」という）の可能性もあります。診察だけで

上気道炎であると自信を持って診断できるのであれば検査はしません。

しかし、インフルエンザやコロナが疑わしいときには迅速検査を行

ぃ、検査が陽性であればインフルエンザまたはコロナと診断します。

検査は 100％正しいわけではありません。あくまで確率を上げる

だけです。迅速検査で陽性でも、実際にはインフルエンザやコロナで

はない場合があります。これを偽陽性といいます。反対に、陰性で

あっても、実際にはインフルエンザやコロナの場合もあります。これ

を偽陰性といいます。

偽陽性と偽陰性はすべての検査に必ずあります。したがって

100％正しい検査は存在しないのです。

これら偽陽性や偽陰性を減らすには、検査前の診断確率を上げるこ

とが必要で、病歴や身体所見が重要となります。

► 4 検査の種類

検査には医師等が直接手足などに触れて行うもの、血液や尿などを

•～区蕊．．9-‘． 3 検査の考え方



採取して行うもの、大型の機械で行うものなどがあります。主なもの

を説明します。

(1) 医師などが直接身体に触れ、質問して行う検査

〇徒手筋力検査：手足の筋力や可動域を計測します。

0長谷川式認知症スケール (HDS-R) ：認知症の疑いや認知機能の低

下を早期に発見するための簡易検査です。

(2) 検体を採取して行う検査

〇血液検査・尿検査：一般の検査や培養検査です。

〇細胞診：体から採取した細胞を顕微鏡で観察して、細胞の状態や病

変の有無を調べる検査です。

(3) 機械で行う検査

① レントゲン検査 (X 線検査）

X 線という電磁波を使って体内の様子を画像化する検査です。肺

や骨、腹部などの状態を調べるために、幅広く行われています。

② エコー検査（超音波検査）

超音波（人間の耳には聞こえない高い周波数の音）を当てて、そ

の反射を画像化して臓器の状態を調べる検査です。

③ CT検査（コンピュータ断層撮影）

X 線を使って体の断面を画像化し、体内の様子を立体的に把握す

る検査です。がんの有無や広がり、治療の効果などを調べる目的で

も行われます。

④ MRI (Magnetic Resonance Imagi ng)検査

磁気共嗚画像法とも呼ばれ、強い磁石と電波を使って体の断面を

画像化する検査です。

rｷ. -,••つ，．→と→ー→·-、•一ー 、．マト
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⑥ 心電図検査

心臓の電気活動を波形として記録し、心臓の状態を把握する検査

です。不整脈や心臓病の発見に役立ちます。

レントゲン検査、 CT 検査、 MRI 検査の画像検査では、左右が逆

になりますので、注意が必要です。検査画像で右側に見えているもの

は、本人にとっては左側です。

► 5 急性期、亜急性期、慢性期

検査ではありませんが、病態を表す表現として急性期、亜急性期、

慢性期という言い方をよくします。使う場面によって多少異なります

が、およそ以下のように区別しています。

・急性期は、発病してから 2 週間以内

・亜急性期は、発病から 2 週間を超えて 1 か月以内

．慢性期は、発病から 1 か月を超える

► 6 認定基準と診断書の関わり

障害年金請求にあたっては、認定基準に沿った手続が必要となりま

す。認定基準では、障害の部位によって各章が設けられており、それ

ぞれ 1 級から 3 級までに該当する状態、診断書に記載されている内

容等が記載されています。

障害年金の相談を受けた際に、この認定基準に沿って、今の体の状

態や治療の中身、検査数値、今後の見通しなどを確認していくことに

なると思います。

それらの情報をもとに、主治医に対して診断書の記載をお願いする

ことになります。出来上がってきた診断書の中身が、数値等で明らか

5 急性期、亜急性期、慢性期



にわかる場合は良いのですが、実際に医学的な記載が、認定基準のど

の部分に該当するのか、わかりにくい点も多いかと思います。

また、医師は障害年金についての知識がない場合が多いので、こち

らから診断書の記載方法などを説明する必要があります。そこで、こ

ちらからの説明が不足してしまうと、診断書が不十分な内容になって

しまうこともあり得ます。

以上のことから、障害年金を請求するにあたっては、ある程度の医

学的知識は必要だと思います。

世の中には、看護師向けなどの医学書がたくさんあり、それらを参

考にすることである程度の知識は得られます。しかし、具体的な認定

基準と、診断書がどう結びついているのかを判断するには十分ではな

いと思います。

本書では、障害年金に関わる皆様が、認定基準の医学的知識を持つ

ことを目的としています。

具体的には、第 1 章から各疾患ごとに医師である太田の解説を軸

に基本的な医学的知識を整理した後、社労士からの質問に答える形

で、認定基準との関わりを明らかにしていきます。

と、~=-:·--,:,·•
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第 1 章 呼吸器疾患の障害用の診断因を提出するとき

ｮ 
国民年金
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範
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匿手書隼月日（ 年 n 日）

• . の 状 璽

⑳共通項目 （この・は、必ず記入してください．）

l 身体計調（平成・令和 年 月 日）
3 一鯰状“"霞`する区鳥，，分t遍慶んで（平ど成れか・令1 つ和を0,..年IIんで月（ださい日．）) 

貪長 cm :体重 h 

2 舅 S X 編所見 (A) ア ●竃状で牡心aaが&. 11aを受99ることなく｀費欝●と胃●にふ

“露l &iiえる｀＂
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., 参ffや●，，，＊わり＂ことはで9るが．＂にクし介が曇賽eこと｀あ

a) • ●化なし輯中● り．“9量はで●ないが． B中，，50鴨以上は饂題しているも，，
（り不最＂ • なし・饂•中富 工 ●の2わりのある覆真のことはで eるが、しばUS介鯰が、賽t B 
0) ●鼻魔屈なし糧亨• 中，，”鶯以上It属して“り． 0カでは·外への外畠●が111r:匹•I:
(6) 心..,,賣なし． a. 中·• なった｀，，
(7).畠● なし・幅・•·• * ·"2わり＂こと｀で9ず．．に介0を、聾とし、輯日麟攣を肇いら

•II隼11 日（平・令和皐月 日） れ、這0の量が“おむねベラ U●辺に11られるもの

4 臨 床 所 見（平成・令和 年 月 日現症） 6 検気塁饒(tjll:1•令和年月日）
(1) Q鸞窪状 (Z) ●鸞厨見 (I). I!量寅• • (VC) ml 

鴫 （●・賓 書） 纏筐心翫艮 （●・宥） (2)予●●謁• ml (鴨●旺）
• (..賓・●） チアIーゼ （●・宥） (SJ聾カtl •臼量(PVC) 叫

• • (•・賓・●） ばら状 II （●．賓） (4) 1 

゜
量<PEVlDl

呼• 像畳状● （鼠 中・・不広良瓢）題 （S) 臀力位薦曇量 1 秒寧〇｀＂髯l (4)バ3)XIOO
費匹（●・賓・●） ●9 紺奮ll （(省 一籐) ) (6) 予●●績● I~事 (4)IOO翼 IOO
匹Q (..賓・●）

• ●(..喜· •) 7 鯰瓢血ガス分析 （平成・令和 年 II H) 

(I)攣鸞＂入e ●行している • •行していない
在も重稟嘱入ではない

（どの織な力慎ですか ) 

也叱鵬●0人である

5 活鵞籠力（呼吸不全）の覆度(11•"`，，會●んでど＂叡1 つ“X●んでくだ書い．）
平・令和年 月 B霞

●●行富嘱”入●量(_.!• /B . 奮）
1ヽ 胃ア専•胃の鼠髯を竃人皇人みと胃の畢·にさ参で星．れ●な塁い叫が．霞ゅっく9りるな．ら量れる． ヽ／分

4 ., 11人a菫みをゆ，，這っさくでりで●も（璧と且れ曹ないしがく．な竃る中が体．みゅ体っみくなりなら昼られ●るけ．る． O) 0..ガス分

の戴●“●鸞分1E . ( ) Torr 
二 ●っくりで`9し·くと凰l11れがする． 〇胃●●員霞.,,ス分圧 . ( ) T ... * a言しくて員の重わりのこと｀で8 ない． 〇戴● ●色

a3.中の•印亀檎鸞•書（）にl!.\I,てくだeぃ．

8 その偽の所見

＊人のP害のI'll覆及び状SIこ鼈悶傷な0には記入する必聾はありません．（饂閃伍な0は、“”により捻11'1してください．）
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⑪●繍績婁（平成・令和 年 月 日現症）

1 騎邸 X 縁所見 (B) 2 結核薗検査虞績
霰•”（田和•平虞・令に 年 n Bl （諷霰鎗包のと 0 はそのII'と量訊霞包"Ill會贄配してください•)

検査材n （たん、疇軍給覆量讐會＂讐惰胃凰賽調1l)

閲
●捻 讐饗

●買の＾IIのX● 躙9干直會〇 隼 JI D -+（ガフ争一 晉）：—+ ( コロニー）

賣見の日本縞櫨綱 匹•平•會〇 隼 R B -+“,.,會ー ') :—+( コロニー）

零会分・を記入し
3 安＂度

て（ださい
umの出塵塁91の賓●置鼠によって配入して（ださい．）

v ＂皇 2宣 3 鷹 ヽ鷹 S 宣 6 鷹 7 鷹 9鷹 ●瓢讚

{ 
綱 • 右左胃 右左胃

4 その他の所見れ？只！禽●成がり 1 2 3 1 2 3 
鯛塁 I II I II' V I n 置" v 

（編憤予鯰位による公費負l!IIllmIll匹● 賓 ・ •) 

⑫じ ん • （平成・令和 年 月 日現症）

1 じん騎法 x 編ヰ真区分 (I 2 3 4)  

2 じん騎管題区分 (l  2 3 イ・ロ 4 ) 

⑬気讐宣●● （平成・令和 年 月 日現症）

1 "閏の餞過と足状 2 ビークフロー値 (PEFR)
(1)●皐直状の胃に●輩状のg翼がある． 曇己（ l ヶ月糧鷹，，塁胃），，

(2)樗繍する鴫9窪検，，ために饂輩状の塁IIがない． 量i!I菖 ヽ 1分．量低櫨 ヽ I分•＾平均約 ヽ I盆
（置し曇位貸四せあることを曹霙I:し、髯作n，，虞績は諭く）

3 舟作の彊皮 4 捻作の額虞 6 泊 鑽
(1)＊叩：冒しくて露Itなく｀心“`Bl● (I) I這に SB以上 給●で雙”している●綱に〇印をつ19てください．

(2)中：書しくて績になれなく．企闘｀＇しい (2) 1遍に 3~ 4 日 〇覗入ス.,.ロイド●（宥・量）：隻＂量（饂層量・中Ill量・富屈量）
(3)心：曹しいが績になれる．心鱈はISlf讐遍 (3) 1這に 1 ~ 2 日 〇 その饂の璽爾（信l11 している）

（ヽ）そm o ●●のみ 〇量ぐと書いヽ U) そ，，． ・麟扉朧““・叩ゆ汲舗腿鼻•””ン蝿紐

0 ●いでも曹しくない ・拭出這偉 ． aロス”イド● •その偏（ ) 

畢纂拉与の力餞

5 入鯰・紋急宣受鯰匿
(I(2)(3)) カスブテレキ＂ドニィニカゾnわロ．を會ンl縫tB口l:Smdli日XにU1註`lh't.1`1:1纏,"a11a'覗1上5入"をス"量m捜層a午4し"してていいるも．n（月n乎遍嶋層しで闘、｀) 

(I)入鼠璽 賓．．

（過去砕属に鴫且のために入蒻した嶋合Ii、その塁胃を記入） ((4)5) 置髯"入”ス，，テみロ紐イロドスをテ1 ロB匹イド/IをI信以眉上すをる遍．月している．
（ヽ）鸞讐會U"曇のみで:::,ン }D-，，してい1.

(2)鯰重受．． 賓 鱗

(0月以内に受●した嶋合は．紀入） 7 夷燿匿

鴫ったことがない
やめた： 1 日（ ) *)(( ）隼•
嘱う： la( ) *x ( ）隼＂

⑭ その曇の●●又は
·状の11i鼻●

停•會口尋 n Ba  

⑮ 譴•11>a駐騒
．．力及"”.IIJJ

(01'記入して下 e い）

⑮予 讐

“"·配入して下 e い）

⑰ 

. 零

ー
呼
吸
器
疾
患

上記のとおり、診爾します．

綱院又は診麿所の名稔

所在亀

年 月
e
 

診鑽祖当科名

区鬱氏名

（厚生労働省ホームページより）

診断書（呼吸器疾患の障害用）日翌..t~ニニこロニ



第 1 章 呼吸器疾患の障害用の診断困を提出するとき

呼吸器というと、肺をイメージすることが多いと思いますが、

空気の通り道にあたるところが該当します。

●図 1-1

肺

胸郭 ) 

横隔膜

具体的には、口や足、咽頭（いんとう）から喉頭にうとう）、

気管支、肺です。また、肺を動かす胸郭も呼吸器にあたります。

｢9 呼吸とは何をしている？
呼吸とは文字通り息を吐いて吸うことです。呼吸の働きは「換

気」と「ガス交換」の二つです。換気は空気を吸って吐くことで

す。ガス交換は肺で空気中の酸素を取り込み、二酸化炭素を排出

することです。

30 1 呼吸とは何をしている？



●執筆者紹介●

太田 敦（徳島県徳島市）医師、社会保険労務士

大学卒業後、一般企業で 12 年間経理関係の仕事をした後、身近な人の

医療的な相談に乗りたいと考え、 38 歳で徳島大学医学部入学。 44 歳で卒

業し家庭医を目指し京都、岡山で研修を受ける。さらに松山で在宅医療を

学び、 2018 年徳島市で在宅診療専門のクリニックを開業。がん患者を中

心に、自宅で最後まで過ごせるようサポートを行っている。

在宅診療に関わる医療保険や介護保険等の諸制度を理解するために社会

保険労務士となり、 2023 年 8 月あおい空社会保険労務士事務所開設。

在宅医療の現場で障害年金申請がほとんどなされていないことに気づ

き、障害年金に特化した社労士業務を行っている。併せて医療業界への障

害年金啓蒙活動にも力を注いでいる。

佐々木 久美子（東京都大田区）特定社会保険労務士
青山学院大学国際経済学科卒業。 9 年弱の（捌三菱銀行勤務後、 2004 年

9 月に社会保険労務士事務所を開業。障害年金を専門にし、パーキンソン

病・化学物質過敏症•発達障害等の裁定請求・不服申立てを取り扱う。障

害認定基準を定めた方々の医学的な謙虚さ・請求人に対する優しさを知っ

てほしいと考えている。学校教育にも携わる。著書に「知ってほしい障害

年金のはなし」（日本法令）がある。

五十嵐誠（新潟県長岡市）特定社会保険労務士

身近な方の予期せぬ困難と心身の不調に直面し、同じ状況にある方を減

らしたいとの思いから社労士を志す。社労士法人での勤務を経て 2023 年

に五十嵐誠社会保険労務士事務所を開業。障害年金の支援を専門とし、一

人ひとりの状況に丁寧に向き合い、寄り添う姿勢を大切にしている。制度

が必要な方に届くように、地域での相談会やセミナーなど周知活動に取り

組む。

岡本 かおり（栃木県宇都宮市）特定社会保険労務士

2004 年社会保険労務士資格取得。「消えた年金問題」が話題になったと

き、年金記録確認第三者委員会の調査員を経験したことから、以後年金専

門の社会保険労務士として活動している。 2014 年から 8 年間年金事務所

i5森―•----•マ：一
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で相談業務を行い、現在は障害年金の請求業務のほか、多くの方に年金を

知っていただくためにセミナーや相談会を実施している。

下郷 暁子（東京都港区）特定社会保険労務士、国家資格キャリア

コンサルタント

伊藤忠商事（捌、（樹リクルートスタッフィング等で勤務した後、 2017 年

に独立。企業向け人事コンサルティング（採用・人材定着、人事制度、育

成研修等）を行う会社を経営しつつ、 2021 年に社会保険労務士事務所を

開業する。「人が働くこと」「人と社会がつながること」というテーマで活

動するなか、障害年金の重要性を知り、佐々木氏の勉強会に参加している。

鈴木芳男（神奈川県横浜市）特定社会保険労務士

東京商船大学卒業。（樹プリンスホテル勤務。 so 歳で会社業績不振に伴

う早期勧奨退職（リストラ）を経験し、社労士を目指すきっかけとなる。

合格後は東京都豊島区役所で生活保護受給者の自立支援業務に携わる。生

活保護行政の現場を通じて日本の年金制度のありがたさ、大切さ、温かさ

を実感する。特に障害年金支給決定で自己肯定感が上がる受給者には支援

する自分も励まされる。 2023 年に独立開業。

藤原 康弘（長野県松本市）特定社会保険労務士、中小企業診断士

地方金融機関に定年まで勤務し、再雇用中の 2019 年に社会保険労務士

試験に合格。勤務先の年金相談所で退職前後の方の年金相談等に従事し

た。開業後は確定拠出年金の導入支援を行ったが、金融機関で培った経験

を活かすべきと考え、障害のある方の障害年金相談を主として行ってい

る。受給後の生活設計まで寄り添い、より良い人生の実現を支援している。

松本真彩美（神奈川県横浜市）特定社会保険労務士、労務承継監

査士

老後の遊び仲間を求めて佐々木久美子障害年金セミナーを受講。個性豊

かで素敵な仲間と親睦をはかり、共著で本を出しませんか！と提案。企

業の抱える労務や後継者の課題に寄り添いながら障害者支援にも尽力。

2004 年開業。主な著書に「従業員に伝える年金の本」（経営書院）ほか。

閥服部年金企画講師、日本年金学会会員、温泉ソムリエ
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前川 員理子（奈良県奈良市）社会保険労務士

2017 年開業登録。年金を主業務とする。年金事務所等にて相談員をするな

か、障害があって来所できない人はどうするのだろうと思い、障害をお持ちの

方々への支援の必要性を強く感じ、障害年金請求代行業務に力を入れる。制度周

知・自己研鑽を目的に NPO 法人障害年金支援ネットワーク会員登録。当時の代

表理事であった佐々木氏のセミナーに参加した縁で今回の出版に関わる。

【一緒に考える障害年金】
学校教育でアクテイプラーニングを考え続けている特定社労士の佐々木

久美子が、障害年金に関わる社労士に向けて、フラットに自由に意見交換

できる場として立ち上げた。メンバーが地元で自発・自走で活動できる

「しかけ」を準備し、令和 5 年度は知り合うこと、令和 6 年度は体験共有

に注力し、現在も活動中。
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